
おしらせ

※お知らせの内容はホームページでもご覧になれます。
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４
月
に
実
施
し
た
犬
の
登
録
お

よ
び
狂
犬
病
予
防
注
射
が
済
ん
で

い
な
い
方
を
対
象
に
「
狂
犬
病
予

防
注
射
（
2
次
）」
を
実
施
し
ま

す
の
で
最
寄
り
の
注
射
会
場
へ
お

越
し
く
だ
さ
い
。
飼
い
犬
は
生
涯

１
回
の
登
録
と
年
１
回
の
狂
犬
病

予
防
注
射
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い

ま
す
。

※
狂
犬
病
は
、
世
界
中
の
ほ
と
ん

　

ど
の
国
で
発
生
し
、
人
な
ど
、

　

ほ
乳
類
が
感
染
す
る
と
、
ほ
ぼ

　

１
０
０
％
死
亡
す
る
極
め
て
恐

　

ろ
し
い
病
気
で
す
。
必
ず
狂
犬

　

病
予
防
注
射
を
受
け
て
く
だ
さ

　

い
。

■
対
象

　

生
後
91
日
以
上
の
犬

■
料
金

・
登
録
料
（
新
規
の
み
）　

　

３
，０
０
０
円

・
注
射
料

　

３
，０
０
０
円

●
問

・
健
康
推
進
課

　

℡
23
‐
０
３
２
３

犬
の
登
録
お
よ
び

　

狂
犬
病
予
防
注
射

▼▼
保　

健

かわいい
ペットへ

予　定　時　間 場　　所

６
月
22
日
（
水
曜
）

　９時　　　～９時20分 西小林地区公民館

　９時30分～　９時50分 生駒公民館

10時　　　～10時20分 孝ノ子公民館

10時30分～10時 50分 宮崎運輸様（売子木）

13時30分～13時 50分 坂元親子会館

14時　　　～14時20分 永久津公民館

14時30分～14時 50分 種子田公民館

15時　　　～15時20分 西ノ原農村集会所

15時30分～15時 50分 西小林出張所

６
月
23
日
（
木
曜
）

　９時　　　～　９時20分 高山公民館

　９時30分～　９時50分 池ノ上家畜検査場

10時　　　～10時20分 新田場営農研修館

10時30分～10時 50分 楠原商店様駐車場

13時30分～13時 50分 岩瀬建設工業様（金鳥井）

14時　　　～14時20分 細野地区コミュニティセンター

14時30分～14時 50分 文化会館駐輪場

15時　　　～15時20分 市民体育館

15時30分～15時 50分 真方地区体育館

６
月
24
日

（
金
曜
）

　９時　　　～　９時20分 木場公民館

　９時30分～　９時50分 三松公民館

10時　　　～10時20分 小林保健所

10時30分～10時 50分 水流迫公民館

※市内各動物病院でも随時、登録および狂犬病予防注射を行っています。

保健体育課・保健給食グループの
事務所が移転しました。
保健体育課・保健給食グループが 5月 23日（月）
から小林市民体育館内の事務所に移転しました。
　℡２２‐７９１１・２３‐２３４５
　ＦＡＸ２３‐６１１６（兼）
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Ｉｎｆｏrｍａｔｉｏｎおしらせ
■
受
付
場
所

　

県
庁
附
属
棟
３
０
３
号
室

■
申
請
書
配
布
先

　

総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
、各
県
税
・

総
務
事
務
所
、
西
臼
杵
支
所
、
串

間
・
西
都
土
木
事
務
所

出
張
受
付

・
場
所
…
都
城
総
合
庁
舎
５
号
お

　
　
　
　

よ
び
６
号
会
議
室

・
期
日
…
７
月
20
日
（
水
曜
）

・
時
間
…
９
時
30
分
〜
16
時

●
問

　

宮
崎
県
総
務
部
総
務
事
務
セ
ン

タ
ー

　

℡
０
９
８
５
‐
26
‐
７
２
０
８

　

初
回
面
談
30
分

無
料
相
談
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
中　

　

日
本
弁
護
士
連
合
会
で
は
、
中

小
企
業
、
個
人
事
業
の
経
営
上
の

問
題
・
悩
み
相
談
を
実
施
し
て
い

ま
す
。
売
掛
金
の
回
収
、
過
重
債

務
、
契
約
相
談
、
事
業
継
承
な
ど

で
困
っ
た
な
と
思
っ
た
ら
、
ま
ず

は
お
電
話
く
だ
さ
い
。

■
電
話
番
号

℡
０
５
７
０
‐
０
０
１
‐
２
４
０

※
お
近
く
の
弁
護
士
会
の
窓
口
に

　

つ
な
が
り
ま
す
。

※
通
話
料
が
か
か
り
ま
す
。

■
無
料
相
談
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
期
間

　

平
成
23
年
9
月
末
ま
で

■
受
付
時
間

・
10
時
〜
16
時

※
12
時
〜
13
時
を
除
く
。

※
月
曜
〜
金
曜
（
祝
日
を
除
く
。）

●
問

・
日
本
弁
護
士
連
合
会

　

ひ
ま
わ
り
中
小
企
業
セ
ン
タ
ー

℡
０
３
‐
３
５
８
０
‐
９
９
８
１

・
産
業
振
興
課

　

℡
23
‐
１
１
７
４

　

子
ど
も
の
福
祉
の
向
上
お
よ
び

健
全
な
発
育
の
促
進
を
図
る
た
め
、

こ
れ
ま
で
の
乳
幼
児
医
療
費
助
成

に
加
え
、
新
た
に
平
成
23
年
４
月

診
療
分
か
ら
小
学
生
の
入
院
医
療

費
助
成
を
行
い
ま
す
。

■
要
件

　

小
林
市
内
に
小
学
生
お
よ
び
そ

の
保
護
者
が
住
所
を
有
す
る
こ
と

■
助
成
の
方
法

　

入
院
さ
れ
た
医
療
機
関
で
医
療

費
を
支
払
い
、
領
収
書
を
添
付
し

た
子
ど
も
医
療
費
助
成
申
請
書
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
1
診
療
報

酬
明
細
書
ご
と
１
，０
０
０
円
の

自
己
負
担
額
、
高
額
療
養
費
、
付

加
給
付
を
差
し
引
い
た
金
額
を
助

成
し
ま
す
。（
外
来
は
助
成
対
象

外
で
す
。）

※
申
請
書
は
、
子
育
て
支
援
課
、　

　

須
木
庁
舎
住
民
生
活
課
、
野
尻

　

庁
舎
住
民
生
活
課
に
あ
り
ま
す
。

■
助
成
申
請
期
間

入
院
診
療
月
の
翌
月
か
ら
１
年
間

■
助
成
申
請
に
必
要
な
も
の

◆
領
収
書
（
受
診
者
名
、
診
療
年

　

月
日
、
医
療
機
関
名
、
領
収
印
、

　

保
険
点
数
等
医
療
費
の
内
容
が

　

明
記
さ
れ
て
い
る
も
の
）

◆
健
康
保
険
証
（
助
成
対
象
と
な

　

る
子
ど
も
の
記
載
の
あ
る
も
の
）

◆
金
融
機
関
口
座
（
保
護
者
の
も

　

の
）

◆
印
鑑
（
認
印
で
可
）

※
必
要
に
応
じ
、
前
住
所
地
の
課

　

税
証
明
書
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

●
提
出
先
・
問

・
子
育
て
支
援
課

　

℡
23
‐
１
２
７
８

・
須
木
庁
舎
住
民
生
活
課

　

℡
48
‐
３
１
３
２

・
野
尻
庁
舎
住
民
生
活
課

　

℡
44
‐
１
１
０
０

　

宮
崎
県
が
行
う
物
品
の
買
い
入

れ
等
の
入
札
に
参
加
す
る
た
め
に

必
要
と
な
る
「
競
争
入
札
参
加
資

格
者
名
簿
」
へ
の
登
載
を
希
望
さ

れ
る
方
は
、
資
格
審
査
申
請
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

■
受
付
期
間

　

７
月
１
日
（
金
曜
）

　

〜
７
月
29
日
（
金
曜
）

※
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
。

■
受
付
時
間

　

９
時
〜
16
時

▼▼
子
育
て

子
ど
も
医
療
費
助
成
制
度

子育て支援

審
査
申
請
の

　
　
　
　

定
期
受
付

▼▼
案　

内

県の
物品買入

中
小
企
業
の
た
め
の

「
ほ
っ
」
と
ダ
イ
ヤ
ル

キ ャ ン
ペーン中
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